
平
成
二
十
九
年
十
一
月
十
七
日
受
領

答

弁

第

二

六

号

内
閣
衆
質
一
九
五
第
二
六
号

平
成
二
十
九
年
十
一
月
十
七
日

内
閣
総
理
大
臣

安

倍

晋

三

衆

議

院

議

長

大

島

理

森

殿

衆
議
院
議
員
初
鹿
明
博
君
提
出
選
挙
期
間
中
の
情
勢
調
査
の
公
表
記
事
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す

る
。



衆
議
院
議
員
初
鹿
明
博
君
提
出
選
挙
期
間
中
の
情
勢
調
査
の
公
表
記
事
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
百
四
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て
は
、
新
聞
紙
、
雑
誌
の
報
道
及
び
評
論
等

の
自
由
に
つ
い
て
規
定
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
同
法
第
百
五
十
一
条
の
三
に
お
い
て
は
、
選
挙
放
送
の
番
組
編
集
の
自
由
に
つ

い
て
規
定
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
報
道
機
関
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
を
踏
ま
え
て
各
選
挙
に
お
け
る
報
道
を
自
ら
の
判
断

に
よ
り
行
っ
て
い
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。

お
尋
ね
の
「
報
道
の
自
由
に
配
慮
し
つ
つ
も
、
禁
止
す
べ
き
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
い

ず
れ
に
せ
よ
、
同
法
第
百
三
十
八
条
の
三
に
規
定
さ
れ
て
い
る
人
気
投
票
の
公
表
の
禁
止
の
ほ
か
に
新
た
に
制
限
を
設
け
る
こ

と
に
つ
い
て
は
、
報
道
の
自
由
と
の
関
係
を
含
め
、
必
要
が
あ
れ
ば
各
党
各
会
派
に
お
い
て
十
分
に
議
論
し
て
い
た
だ
く
べ
き

も
の
と
認
識
し
て
い
る
。


